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三
重
県
度
会
郡
玉
城
町
原
の
円
鏡
寺
に
は
、
日
光
・
月
光
菩
薩
立
像
の
名
称
を
持

つ
二
体
の
円
空
仏（
１
）が

伝
来
し
て
い
る
（
挿
図
１
）。
令
和
四
年
秋
に
開
催
さ
れ
た
三

重
県
総
合
博
物
館
第
32
回
企
画
展
「
三
重
の
円
空
」
に
お
い
て
、
両
像
の
出
展
が
叶

い
、
ま
た
、
そ
れ
に
伴
っ
て
詳
細
な
調
査
を
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
全
高
六
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
余
り（
２
）の
県
内
で
も
比
較
的
大
き
な
円
空
仏
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り

一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
円
鏡
寺
の
像
に
つ
い
て
、
展
示
を
機
会
に

知
り
得
た
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
こ
こ
に
報
告
し
た
い
。

　
円
鏡
寺
（
地
元
）
で
は
、
胸
前
で
宝
珠
を
棒
持
す
る
像
を
日
光
菩
薩
、
胸
前
で
拱

手
す
る
像
を
月
光
菩
薩
と
呼
ん
で
い
る（
３
）。

両
像
の
形
状
か
ら
は
、
日
光
・
月
光
菩
薩

の
図
像
的
な
特
徴
は
見
い
だ
せ
ず
、
本
来
な
ら
ば
「
伝
」
と
い
う
言
葉
を
名
称
の
頭

に
付
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
従
来
の
名
称
に
従
う
こ
と
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
に
概
要
を
述
べ
る
。

　
日
光
菩
薩
立
像
は
、
頭
部
（
毛
髪
）
を
粗
い
毛
筋
彫
り
で
あ
ら
わ
し
、
頭
頂
部
は

平
彫
り
で
扁
平
と
す
る
。
面
部
は
細
か
な
彫
り
で
丁
寧
に
仕
上
げ
て
お
り
、
眼
は
ほ

ぼ
一
直
線
に
刻
ま
れ
る
。
右
肩
を
少
し
上
げ
て
、
胸
前
で
両
手
を
重
ね
て
大
き
な
宝

珠
を
捧
げ
持
つ
。
衲
衣
と
、
そ
の
下
に
裙
ら
し
き
も
の
を
着
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
布
は
厚
手
に
ざ
っ
く
り
と
表
現
さ
れ
、
そ
の
質
感
を
あ
ま
り
感
じ
さ
せ
な
い
。

両
足
先
は
指
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
沓
を
履
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
月
光
菩
薩
立
像
は
、
日
光
菩
薩
と
ほ
ぼ
同
様
の
像
容
を
示
す
が
、
胸
前
で
両
手
を

拱
手
す
る
点
が
異
な
る
。
ま
た
、
足
元
を
見
る
と
甲
の
部
分
を
日
光
菩
薩
よ
り
も
高

く
表
現
し
、
足
先
の
長
さ
は
短
い
。

　
材
質
は
ヒ
ノ
キ
と
思
わ
れ
、
両
像
と
も
像
内
に
木
芯
を
込
め
る
。
木
目
等
か
ら
判

玉
城
町
円
鏡
寺 

日
光
・
月
光
菩
薩
立
像
に
つ
い
て

　

瀧
　
川
　
和
　
也

挿図 1．日光・月光菩薩立像
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断
し
て
、
も
と
も
と
一
本
の
材
を
上
下
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
二
体
を
彫
刻
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る（
４
）。
ま
た
、材
に
は
大
小
の
節
目
が
そ
れ
ぞ
れ
数
か
所
以
上
見
ら
れ
、

必
ず
し
も
彫
刻
に
適
し
た
材
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
特
に
背
面
に
は
数
か
所
に

節
が
確
認
さ
れ
、
彫
刻
面
を
整
え
る
た
め
に
苦
慮
し
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
る
。

あ
る
い
は
、
そ
の
材
と
な
る
木
材
自
体
に
何
か
霊
木
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
像
の
表
面
に
も
、
こ
の
節
目
が
何
か
所
か
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
月
光
菩

薩
立
像
の
左
側
頭
部
に
見
ら
れ
る
節
目
を
、
ま
る
で
耳
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
点

（
挿
図
２
）
は
円
空
の
作
風
を
考
え
る
上
で
実
に
興
味
深
い
。
両
像
と
も
、
ふ
く
よ

か
な
面
部
を
丁
寧
な
曲
面
で
あ
ら
わ
す
が
、
体
部
は
や
や
厚
手
の
衲
衣
を
簡
略
か
つ

大
胆
に
表
現
す
る
。
調
和
の
と
れ
た
二
体
一
具
の
像
で
は
あ
る
が
、
両
手
先
の
表
現

や
顔
の
向
き
加
減
等
、
細
部
に
微
妙
な
違
い
も
見
ら
れ
る
。

　
両
像
の
背
面
に
は
墨
書
が
確
認
さ
れ
る（
５
）（

挿
図
３
・
４
）。

　
墨
の
炭
素
分
が
剥
落
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
像
も
鮮
明
に
判
読
で
き
な
い
も
の

の
、
月
光
菩
薩
の
方
が
ま
だ
少
し
読
む
こ
と
が
可
能
で
、
背
面
中
央
部
分
の
墨
書
は

「
延
宝
三
乙
卯
五
月
吉
日
」
と
判
読
で
き
る
。
ま
た
、背
面
下
の
左
右
に
「
勝
海
」（
右

下
）「
求
之
」（
左
下
）
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
一
連
の
文
字
、特
に
年
号
に
つ
い
て
は
、

円
空
の
自
筆
に
な
る
も
の
か
ど
う
か
慎
重
に
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が（
６
）、

年
号
と
勝

海
と
い
う
僧
侶
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の
由
緒
が
あ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の

と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
は
、
円
空
が
志
摩
で
大
般
若
経
の
修
復
を
行
っ
た
翌
年

に
当
た
り
、
ま
た
勝
海
は
伊
勢
市
法
住
院（
７
）が

所
有
す
る
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の

文
書（
８
）に
「
多
気
郡
東
原
村
之
住
人
」
と
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
考
慮
す
る
に
、
延
宝
二
年
に
勝
海
が
志
摩
方
面
に
滞
在
し
て

い
た
円
空
に
、
何
ら
か
の
事
情
で
仏
像
の
制
作
を
依
頼
し
、
そ
れ
を
自
分
の
地
元
で

挿図 2． 月光菩薩立像左側頭部に
見られる節目

挿図 3． 日光菩薩立像背面銘文 
（赤外写真）

挿図４． 月光菩薩立像背面銘文 
（赤外写真）
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断
し
て
、
も
と
も
と
一
本
の
材
を
上
下
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
二
体
を
彫
刻
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る（
４
）。
ま
た
、材
に
は
大
小
の
節
目
が
そ
れ
ぞ
れ
数
か
所
以
上
見
ら
れ
、

必
ず
し
も
彫
刻
に
適
し
た
材
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
特
に
背
面
に
は
数
か
所
に

節
が
確
認
さ
れ
、
彫
刻
面
を
整
え
る
た
め
に
苦
慮
し
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
る
。

あ
る
い
は
、
そ
の
材
と
な
る
木
材
自
体
に
何
か
霊
木
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
像
の
表
面
に
も
、
こ
の
節
目
が
何
か
所
か
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
月
光
菩

薩
立
像
の
左
側
頭
部
に
見
ら
れ
る
節
目
を
、
ま
る
で
耳
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
点

（
挿
図
２
）
は
円
空
の
作
風
を
考
え
る
上
で
実
に
興
味
深
い
。
両
像
と
も
、
ふ
く
よ

か
な
面
部
を
丁
寧
な
曲
面
で
あ
ら
わ
す
が
、
体
部
は
や
や
厚
手
の
衲
衣
を
簡
略
か
つ

大
胆
に
表
現
す
る
。
調
和
の
と
れ
た
二
体
一
具
の
像
で
は
あ
る
が
、
両
手
先
の
表
現

や
顔
の
向
き
加
減
等
、
細
部
に
微
妙
な
違
い
も
見
ら
れ
る
。

　
両
像
の
背
面
に
は
墨
書
が
確
認
さ
れ
る（
５
）（

挿
図
３
・
４
）。

　
墨
の
炭
素
分
が
剥
落
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
像
も
鮮
明
に
判
読
で
き
な
い
も
の

の
、
月
光
菩
薩
の
方
が
ま
だ
少
し
読
む
こ
と
が
可
能
で
、
背
面
中
央
部
分
の
墨
書
は

「
延
宝
三
乙
卯
五
月
吉
日
」
と
判
読
で
き
る
。
ま
た
、背
面
下
の
左
右
に
「
勝
海
」（
右

下
）「
求
之
」（
左
下
）
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
一
連
の
文
字
、特
に
年
号
に
つ
い
て
は
、

円
空
の
自
筆
に
な
る
も
の
か
ど
う
か
慎
重
に
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が（
６
）、
年
号
と
勝

海
と
い
う
僧
侶
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の
由
緒
が
あ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の

と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
は
、
円
空
が
志
摩
で
大
般
若
経
の
修
復
を
行
っ
た
翌
年

に
当
た
り
、
ま
た
勝
海
は
伊
勢
市
法
住
院（
７
）が
所
有
す
る
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の

文
書（
８
）に
「
多
気
郡
東
原
村
之
住
人
」
と
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
考
慮
す
る
に
、
延
宝
二
年
に
勝
海
が
志
摩
方
面
に
滞
在
し
て

い
た
円
空
に
、
何
ら
か
の
事
情
で
仏
像
の
制
作
を
依
頼
し
、
そ
れ
を
自
分
の
地
元
で

挿図 2． 月光菩薩立像左側頭部に
見られる節目

挿図 3． 日光菩薩立像背面銘文 
（赤外写真）
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あ
る
東
原
村
（
現
玉
城
町
原
）
の
寺
院
に
奉
納
・
安
置
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い

う
推
測
が
成
り
立
つ
。
た
だ
、
勝
海
と
円
空
の
関
係
や
、
造
像
に
関
す
る
事
情
や
そ

の
後
の
経
緯
と
い
っ
た
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
資
料
も
乏
し
く
、

残
念
な
が
ら
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
月
光
菩
薩
の
背
面
右
肩
の
部
分
（
中
央
に
記
さ
れ
た
年
号
の
右
側
）

に
墨
書
が
認
め
ら
れ
、
甚
だ
不
鮮
明
で
は
あ
る
も
の
の
「
善
財

」
と
読
め
る
か

と
思
わ
れ
る
。
日
光
菩
薩
に
も
同
様
の
位
置
に
墨
書
が
認
め
ら
れ
る
が
、
判
読
し
が

た
い（
９
）。
こ
と
に
よ
る
と
尊
名
に
関
わ
る
情
報
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
、
円
空
の
自
筆

か
ど
う
か
も
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
像
背
面
の
銘
文
に
関
し
て
は
不
明
な
点
も
多
く
、
課
題
の
残
る
報
告
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
本
像
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
三
重
県
域
に
伝
来
す
る
比
較
的
大

き
な
部
類
の
円
空
仏
で
あ
り
、
ま
た
、
三
重
に
お
け
る
円
空
の
足
跡
を
考
え
る
上
で

も
こ
れ
ま
で
に
な
い
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
貴
重
な
像
と
し
て
、
改
め
て
注
目
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
な
っ
た
が
、
今
回
の
展
示
と
そ
れ
に
伴
う
調
査
等
に
際
し
て
は
、
所
蔵
者

は
じ
め
関
係
者
の
皆
様
に
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
っ
た
。
末
尾
な
が
ら
改
め
て
深
く
感

謝
申
し
上
げ
る
。

註（
１
）
玉
城
町
指
定
文
化
財
（
平
成
六
年
十
二
月
八
日
指
定
）。
指
定
名
称
で
は
「
伝

円
空
作
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
間
違
い
な
く
円
空
作
と
認
め
ら
れ
る
像
で
あ
る
。

（
２
）
像
の
主
な
大
き
さ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）。

　
　
　 

日
光
菩
薩
立
像
　
全
高
六
二
．
五
　
像
高
五
三
．
五
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
台
座
最
大
幅
一
八
．
九
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
台
座
最
大
厚
一
三
．
六

　
　
　 

月
光
菩
薩
立
像
　
全
高
六
二
．
五
　
像
高
五
一
．
三
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
台
座
最
大
幅
一
八
．
四
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
台
座
最
大
厚
一
三
．
五

（
３
）
長
谷
川
公
茂
『
関
西
の
円
空
仏
』（
円
空
上
人
の
心
を
伝
え
る
会
、　

二
〇
二
二
）
で
は
、
日
光
と
月
光
が
入
れ
替
わ
っ
た
状
態
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
一
つ
の
材
か
ら
複
数
の
像
を
つ
く
る
こ
の
よ
う
な
作
例
で
、
三
重
県
内
に
残

る
も
の
と
し
て
は
、
志
摩
市
磯
部
町
上
五
知
薬
師
堂
に
伝
来
す
る
木
造
薬
師
三
尊

像
が
あ
る
。
円
鏡
寺
の
像
も
、
中
尊
像
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現

状
で
は
確
認
で
き
な
い
。

（
５
）
こ
の
背
面
の
銘
文
に
つ
い
て
は
、
既
に
円
空
学
会
の
長
谷
川
公
茂
氏
に
よ
っ

て
調
査
さ
れ
て
い
た
が
、そ
の
当
時
も
判
読
し
が
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
注（
３
）

の
文
献
参
照
。

（
６
）
本
像
と
同
じ
年
号
が
記
さ
れ
る
奈
良
県
松
尾
寺
の
役
行
者
像
の
字
体
と
比
べ

て
み
た
場
合
、
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
印
象
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
延
宝
四

年
の
愛
知
県
龍
泉
寺
の
馬
頭
観
音
及
び
両
脇
侍
像
の
銘
文
の
字
体
と
も
異
な
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
志
摩
市
に
伝
来
す
る
大
般
若
経
の
中
に
は
、
円
空
自
筆
の
経

が
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
７
）法
住
院
は
伊
勢
市
浦
口
三
丁
目
に
あ
り
、和
宗
に
属
す
。
本
尊
は
不
動
明
王
で
、
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「
か
さ
も
り
稲
荷
」
の
別
称
で
も
知
ら
れ
る
。

　
　
今
回
の
「
三
重
の
円
空
」
に
か
か
る
調
査
で
、
法
住
院
か
ら
も
新
た
に
円
空
仏

（
不
動
明
王
坐
像
、
像
高
八
．
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
法
住
院
の
文
書
は
以
下
の
通
り
。
な
お
、
筆
耕
は
小
林
秀
氏
（
三
重
県
総
合

博
物
館
）
に
よ
る
。

 

　
　
　
　
　
　
一
札
之
事

　
　
一
此
勝
海
と
申
僧
、
当
寺
之
末
寺
西
池
上

　
　
　
村
天
殊
寺
江
、
庄
屋
百
姓
中
合
点
之
上
、

　
　
　
住
持
申
付
候

　
　
一
此
僧
、
当
国
多
気
郡
之
東
原
村
之
住
人
、

　
　
　
師
匠
ハ
当
国
西
池
上
村
天
台
宗
天
殊
寺

　
　
　
芳
順
法
印
之
弟
子
ニ
成
、
廿
六
年
以
前
落

　
　
　
髪
仕
候

　
　
一
此
僧
、
天
台
宗
ニ
紛
無
之
候
、
吉
利
支
丹

　
　
　
宗
門
ニ
て
ハ
無
御
座
候

　
　
　
右
之
通
、
遂
吟
味
一
札
仕
候
上
ハ
、
此
僧
宗
門

　
　
　
之
義
ニ
付
、
六
ヶ
敷
儀
有
之
者
、
拙
僧
罷
出
、

　
　
　
埒
明
可
申
候
、
為
後
日
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
住
院
法
印

　
　
　
　
寛
文
八
戊申
暦
六
月
　
日
　
　
　
　
祐
（
花
押
）

　
　
　
　
大
庄
屋
才
右
衛
門
殿

（
９
）
強
い
て
読
む
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
「
聖
徳
」
と
読
め
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、

断
定
は
避
け
た
い
。
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「
か
さ
も
り
稲
荷
」
の
別
称
で
も
知
ら
れ
る
。

　
　
今
回
の
「
三
重
の
円
空
」
に
か
か
る
調
査
で
、
法
住
院
か
ら
も
新
た
に
円
空
仏

（
不
動
明
王
坐
像
、
像
高
八
．
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
法
住
院
の
文
書
は
以
下
の
通
り
。
な
お
、
筆
耕
は
小
林
秀
氏
（
三
重
県
総
合

博
物
館
）
に
よ
る
。

 

　
　
　
　
　
　
一
札
之
事

　
　
一
此
勝
海
と
申
僧
、
当
寺
之
末
寺
西
池
上

　
　
　
村
天
殊
寺
江
、
庄
屋
百
姓
中
合
点
之
上
、

　
　
　
住
持
申
付
候

　
　
一
此
僧
、
当
国
多
気
郡
之
東
原
村
之
住
人
、

　
　
　
師
匠
ハ
当
国
西
池
上
村
天
台
宗
天
殊
寺

　
　
　
芳
順
法
印
之
弟
子
ニ
成
、
廿
六
年
以
前
落

　
　
　
髪
仕
候

　
　
一
此
僧
、
天
台
宗
ニ
紛
無
之
候
、
吉
利
支
丹

　
　
　
宗
門
ニ
て
ハ
無
御
座
候

　
　
　
右
之
通
、
遂
吟
味
一
札
仕
候
上
ハ
、
此
僧
宗
門

　
　
　
之
義
ニ
付
、
六
ヶ
敷
儀
有
之
者
、
拙
僧
罷
出
、

　
　
　
埒
明
可
申
候
、
為
後
日
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
住
院
法
印

　
　
　
　
寛
文
八
戊申
暦
六
月
　
日
　
　
　
　
祐
（
花
押
）

　
　
　
　
大
庄
屋
才
右
衛
門
殿

（
９
）
強
い
て
読
む
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
「
聖
徳
」
と
読
め
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、

断
定
は
避
け
た
い
。
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図版 1．日光菩薩立像

正面

背面

左斜

左側面

右斜

右側面

（25） （24）

図版２．月光菩薩立像

正面

背面

左斜

左側面

右斜

右側面
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図版２．月光菩薩立像

正面

背面

左斜

左側面

右斜

右側面


